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［沿革］ 

平成30年３月30日 認可 

平成30年10月１日 一部変更認可 

平成31年３月28日 一部変更認可 

令和元年10月９日 一部変更認可 

令和２年３月27日 一部変更認可 

令和２年10月８日 一部変更認可 

 

独立行政法人水資源機構第４期中期計画 

 

水資源機構（以下「機構」という。）は、平成 15 年の発足時から特定施設を含む水資源の開発

又は利用のための施設の新築・改築・管理を行っている。これまでに、63事業を完成させ、平成

30 年３月現在で 10 事業を実施し、52 施設を管理しているところであり、水資源開発水系におけ

る「安全で良質な水の安定した供給」と「洪水被害の防止・軽減」に大きな役割を果たしてきた

ところである。 

一方、平成 29 年５月に国土審議会から答申された「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資

源開発基本計画のあり方について」では、２つの基本理念「水供給を巡るリスクに対応するため

の計画」と「水供給の安定度を総合的に確保するための計画」が提言されており、機構の主たる

役割である水資源開発水系における「安全で良質な水の安定した供給」と「洪水被害の防止・軽

減」について引き続き適正に実施するとともに、これまでの需要主導型の「水資源開発の促進」

からリスク管理型の「水の安定供給」に向け、既存施設を最大限に有効活用していくことや、水

供給の全体システムとしての機能確保等の考え方を取り入れた取組が求められている。 

以上を踏まえ、独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 30 条に基づき、国土交通大

臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣から指示を受けた平成 30年４月１日から令和

４年３月 31 日までの４年間における機構が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」

という。）を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を次のとおり定める。 

 

１． 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

機構の経営理念である「安全で良質な水を安定して安くお届けする」の達成に向け、「水資源開

発施設等の管理業務」、「水資源開発施設等の建設業務」を実施し、「安全で良質な水の安定供給」

と「洪水被害の防止・軽減」に努める。 

 その際、国土審議会答申の主旨を踏まえ、地震等の大規模災害、水インフラの老朽化に伴う大

規模な事故、危機的な渇水等の危機時においても最低限必要な水を確保するため、既存施設の徹

底活用とともに、ハード・ソフト施策の連携により、水供給の全体システムの機能を確保する。 

 

１－１ 水資源開発施設等の管理業務 

１－１－１ 安全で良質な水の安定した供給 
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別表１「施設管理」に掲げる 53 施設については、施設管理規程に基づいた的確な施設管理を行

うことにより、24時間 365 日安全で良質な水を安定して供給する。 

 

（定量目標） 

・各年度の補給日数割合：補給必要日数※１に対する実補給日数の割合 100％ 

・各年度の供給日数割合：供給必要日数※２に対する実供給日数の割合 100％ 

※１ 補給必要日数：ダム下流の各取水地点の取水量や河川維持流量等を確保するため、ダ

ム等に貯留した水を補給する必要がある日数（応急復旧に要する期間を控除）。 

※２ 供給必要日数：各利水者からの申込を受け、機構が管理する取水導水施設及び幹線水

路等を介して水の供給が必要となる日数（応急復旧に要する期間を控除）。 

 

（１） 安定した用水の供給等 

必要な水量を過不足なく適切なタイミングで供給するとともに、渇水時においても利水者間の

調整が円滑になされるよう対応する。 

また、都市用水及び農業用水の水利用の変化に対しても対応できるよう関係機関と調整を進め

る。 

① 水象・気象等の情報及び利水者（水道事業者等）の申込水量を把握した上で、配水計画の

策定、取水・配水量の調整を行い、利水者に対し、安定的かつ過不足なく必要水量を供給す

る。 

② 各利水者における効率的な水の利用に資するよう、主要な水源施設であるダム等の水管理

に関する情報を毎日ウェブサイトにより提供する。 

また、渇水時には利水者相互の調整が円滑に行われるよう、提供情報の充実を図り、河川

管理者、利水者及び関係機関との一層の情報共有を図る。 

③ 異常渇水が発生した場合には、河川管理者、利水者及び関係機関との調整を図りながら、

節水の啓発や効率的な水運用等を行い、国民生活及び産業活動への影響の軽減に努める。 

④ 社会・経済情勢や営農形態等の変化に伴って都市用水及び農業用水の水利用の変化の有無

を確認し、水利用の実態把握に努める。 

また、この結果を踏まえ、必要に応じ、水利権の更新に向けて河川管理者、利水者及び関

係機関との協議と調整を計画的に進める。 

 

（２） 安全で良質な用水の供給 

エンドユーザーまで安心して水を利用できるよう、利水者に常に安全で良質な水を供給する。 

①良質な用水の供給を図るため、全施設において水質管理計画に基づき日常的に水質情報を把

握して利水者等に提供するとともに、気候変動による水質への影響の可能性も考慮しつつ、

富栄養化現象、濁水長期化等の水質変化現象への対策に取り組む。 

② 河川管理者、利水者及び関係機関との協力を図りつつ平常時より管理上必要な情報共有等

を図る。 

③ 水質事故や第三者に起因する突発事象等を含む水質変化現象が発生した場合には、迅速に
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河川管理者、利水者及び関係機関への情報提供・共有を行い、的確な施設操作や拡散防止策

等を関係機関と連携して実施し、その影響の回避・軽減に努める。 

また、機構が発注する工事等に起因する水質事故の防止を徹底するとともに、水質事故の

早期把握に努める。 

 

１－１－２ 洪水被害の防止・軽減 

洪水被害の防止・軽減を図るため、治水機能を有するダム等施設において、的確な洪水調節等

を実施するとともに、異常洪水に備えた対応を強化し、流域の安全を確保する。 

（定量目標） 

・各年度の洪水調節適正実施割合  100％ 

 

（１） 的確な洪水調節等の実施と関係機関との連携 

洪水被害の防止・軽減を図るため、ダム等の施設により的確な洪水調節等を実施するとともに、

河川管理者、関係地方公共団体と連携し、流域の安全を確保する。 

① 洪水の発生に対して、施設管理規程に基づく洪水調節等を的確に行い、ダム等の治水効果

を確実に発揮させる。 

② 洪水時におけるダム等の操作、ダム等下流の河川の状況、計画規模を超える出水における

浸水被害想定等について、河川管理者と連携して関係地方公共団体へ説明し、当該地域にお

ける浸水リスクについての認識を共有する。 

また、ダム等下流市町村の防災力の向上に資するため、大規模氾濫減災協議会に参加する

ほか、ダム等の放流警報設備を情報伝達手段として活用することについて地方公共団体に働

きかけを行う。 

③ 洪水時には、関係地方公共団体及び関係機関に、防災、避難等の判断に資する情報の提供

等を適時的確に行う。 

  

（２） 異常洪水に備えた対応の強化 

 異常洪水における洪水被害の防止・軽減に向けた取組の強化を図るため、既存施設の機能を最

大限活用する洪水調節方法の検討を進め、実施の可能性が見出された施設については、実運用に

向け関係機関と調整を図った上で、各操作の運用を開始する。 

なお、特別防災操作がダム等下流の河川改修の進捗と関係する面があることも踏まえ、水系全

体の治水安全度向上に向け、河川の整備手順や整備方法について、河川管理者と連携して検討を

進める。 

 

１－１－３ 危機的状況への的確な対応 

危機管理体制の整備を図るとともに、大規模地震、水インフラの老朽化に伴う大規模な事故、

異常渇水等に備えた対策の強化等により危機管理能力の向上を図り、危機的状況に対して的確に

対応する。 
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（１） 機構施設の危機的状況への的確な対応 

（１）－１  危機的状況に対する平常時からの備えの強化 

大規模地震の発生時に水供給に係る施設の機能が最低限維持できるよう、様々な事態に対して

確実に対応するために各種設備の充実を図る。 

また、大規模地震、水インフラの老朽化に伴う大規模な事故、異常渇水等の危機的状況の発生

に対しても、被害拡大の防止、水の安定供給、施設機能の早期回復に努めるため、平常時より防

災業務計画を適宜見直し、実践的な訓練の実施等の様々な取組を進める。 

① ダム、堰及び水路の効率的かつ迅速な施設管理を推進するため、管理用制御処理設備を計

画的に整備・更新する他、施設のリアルタイム映像による監視を目的としたネットワークカ

メラ等の整備を行い、防災時等における確実な施設操作の充実を図る。 

② 備蓄資機材の融通や情報共有等に加え、大規模地震、水インフラの老朽化に伴う大規模な

事故、異常渇水等の危機的状況を想定した訓練を国及び関係機関と連携して実施する。また、

非常時参集訓練、設備操作訓練、備蓄資機材等を活用した訓練等の個別訓練を実施すること

により、危機管理能力の向上を図り、発災時の被害の軽減に努める。 

③ 危機管理体制維持のため、防災宿舎の適切な整備を実施する。 

④ 防災業務計画、業務継続計画等について、災害対応や防災訓練等を踏まえ、必要に応じて

改訂を行い、危機管理体制の強化を図る。 

⑤ 水質事故や漏水等、突発事象の発生により取水停止した場合に速やかに水融通や代替取水

等の対応ができるよう、対応マニュアルを整備する等危機管理対策を強化する。 

⑥ 災害時の復旧工事における借地等に係る損失補償を、迅速かつ適切に行うためのマニュア

ルを整備する。 

 

（１）－２ 危機的状況の発生に対する的確な対応 

危機的状況の発生に対しても、的確な対応を行い、被害拡大の防止、水の安定供給、施設機能

の早期回復に努める。 

① 大規模地震、風水害等により危機的状況が発生した場合には、防災業務計画及び業務継続

計画に基づき、迅速な情報収集・伝達を図るとともに、施設の安全の確保と用水の安定供給

に努める。 

② 大規模地震、水インフラの老朽化に伴う大規模な事故、異常渇水等において、可搬式浄水

装置、ポンプ車を含む備蓄資機材等を活用し、最低限の用水の確保及び速やかな復旧に努め

る。 

③ 武力攻撃事態等が発生した場合には、国民保護業務計画等に基づき、対策本部の設置、関

係機関との密接な連携及び施設の安全確認等の国民保護措置等を迅速かつ的確に実施する。 

④ 災害等の発生に伴い、施設被害が発生した場合には、できるだけ早期に応急復旧を行うと

ともに、従来の機能等を早期に回復できるよう迅速に災害復旧工事を実施する。 

 

（２）特定河川工事の代行（特定災害復旧工事に係るもの） 

独立行政法人水資源機構法（平成 14年法律第 182 号。以下「機構法」という。）第 19 条の２第
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１項に規定する特定河川工事の代行（特定災害復旧工事に係るもの）を都道府県知事等から要請

され、機構が実施することが適当であると認められる場合には、機構が有する知識・経験や技術

等を活用し、特定河川工事の代行の適切な実施を図る。 

 

（３）災害時等における他機関への支援 

災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定されていることから、国、被災地方公共団体及び

その他の関係機関から災害等に係る支援の要請を受けた場合において、業務に支障のない範囲で、

被害が顕在化又は拡大しないよう機構の技術力を活かした支援等に努める。 

また、機構として実施可能な災害支援の方策について、あらかじめまとめた上で関係機関等と

の災害支援協定の締結等に努める。 

なお、災害等は発生場所や被災規模等の予見が難しく、発生時の状況把握にも時間を要するこ

とから、災害発生の可能性がある段階等で支援体制の準備を行う等、自発的な判断も含めた支援

に努める。 

 

１－１－４ 施設機能の確保と向上 

施設の老朽化対策、耐震対策等のための施設更新等に当たっては、水路等施設の機能診断調査

やダム定期検査の結果を踏まえ、「独立行政法人水資源機構インフラ長寿命化計画（行動計画）」

に基づく個別施設計画の見直しを図りつつ、施設の機能回復、長寿命化、耐震化及びライフサイ

クルコストの低減を図る取組を推進する。併せて、個別施設の状況を踏まえて、気候変動の影響

による災害等に対する防災性能及び事故による第三者被害や利水への影響を防ぐための安全性能

の向上等の新たなニーズに対応する戦略的メンテナンスを推進する。 

また、機構が管理するダム等施設について、「ダム再生ビジョン」（平成 29 年６月 国土交通省）

を踏まえ、ダムの長寿命化、施設能力の最大発揮のための柔軟で信頼性のある運用、高機能化の

ための施設改良等の既設ダムの有効活用に向けた取組を推進する。 

① ダムの安全管理については、これまで実施してきたダムの日常管理及び定期検査に加え、

長期的にダムの安全性及び機能を保持する観点から管理移行後相当の年数を経過したダムを

対象とした総合点検を計画的に実施する。 

また、ダム等施設の耐震性能の強化を図り、安全性に係る信頼を高めるために、大規模地震

に対する耐震性能照査を実施し、その結果を踏まえ、計画的に耐震対策を実施するとともに、

気候変動の影響による災害等に対する防災性能の向上等の新たなニーズに対応するための戦

略的なメンテナンスを進める。 

さらに、貯水池堆砂対策等を含めた施設の長寿命化施策の実施に向けた調査を行い、個別施

設計画の見直しを行う。 

なお、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」に基づき、施設等の運用を含めた事業の

効果等の分析・評価を適切に実施する。 

以上の取組を通じて、ダムの長寿命化、施設能力の最大発揮のための柔軟で信頼性のある運

用、高機能化のための施設改良等の既設ダムの有効活用に向けた取組を推進し、事業化が必

要となった施設については、速やかに関係機関と調整を進め、事業の必要性、効率性、有効
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性等の観点から事業の事前評価を適切に実施し、再生事業等に着手するよう努める。 

② 水路等施設については、施設の機能診断調査により劣化状況を把握し、個別施設計画の見

直しを行うとともに、水理性能の検証や耐震性能照査の結果も踏まえて、利水者とのリスク

コミュニケ－ションを図りつつ適時・適切な機能保全対策を行う等、ストックマネジメント

の取組を展開する。 

特に、地域の状況や水管理の効率化を踏まえた施設改良、老朽化対策、大規模地震対策等、

緊急性が高く短期間で集中的な改築を要することが明らかとなった施設については、速やか

に関係機関と調整を進めるとともに、事業の必要性、効率性、有効性等の観点から事業の事

前評価を適切に実施し、改築事業に着手するよう努める。 

③ ダム・水路等施設の電気・機械設備に係る保全計画について、更なるライフサイクルコス

トの低減、施設の長寿命化及び確実な機能維持を図るため、点検の結果及び技術の進捗を踏

まえて適時・適切に見直しを実施する。 

④ 耐震化の図られていない管理所及び揚水機場の建屋等の建築物については、早期に耐震補

強が実施できるよう、利水者等との調整を進める。 

⑤ 施設管理に附帯する業務及び委託に基づき実施する発電に係る業務についても、的確な実

施を図る。 

また、水資源の利用の合理化に資するため、機構法第 12 条第１項第２号ハに規定する施設

の管理を受託した場合には、的確な管理を行う。 

⑥ 地上権等の更新について、関係機関との連携により取組を展開する。 

 

１－１－５ 海外調査等業務の適切な実施 

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第５条に規定する業務について、

同法第３条の規定に基づき国土交通大臣が定める海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促

進を図るための基本的な方針に従い、総合水資源管理（Integrated Water Resources Management)

をはじめとした水資源の開発・利用に関する幅広い知見やノウハウを活かし、海外の水資源開発

案件のニーズ調査やマスタープラン策定、事業性調査、設計、入札支援・施工監理等の発注者支

援、施設管理支援等を実施し、我が国事業者の海外の水資源開発事業への参入促進に努める。 

 

１－２ 水資源開発施設等の建設業務 

１－２－１ ダム等建設業務 

ダム等建設業務を着実に推進する。このうち、小石原川ダム建設事業については令和元年度に

工事を完成させる。（定量目標） 

また、思川開発事業については令和６年度まで、川上ダム建設事業については令和４年度まで、

藤原・奈良俣再編ダム再生事業（奈良俣ダム関係）については令和４年度まで、早明浦ダム再生

事業については令和 10年度までに事業を完了させるよう計画に沿った整備を行う。 

 

（１）計画的で的確な施設の整備 

別表２「ダム等事業」に掲げる４施設の新築事業及び２施設の改築事業については、将来の適
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切な施設管理の視点も含めて、計画的かつ的確な事業執行を図る。丹生ダムについては、事業廃

止に伴い追加的に必要となる工事を実施する。 

① 水需要の動向、事業の必要性、費用対効果、事業の進捗見込み等を踏まえ事業評価を行う

とともに、用地補償も含めた円滑な業務執行、事業にかかる適正な要員配置及びコスト縮減

を図りつつ、計画的かつ的確に取り組むとともに、第三者の意見を求めるなど、事業費・工

程の適正な管理に努める。 

また、自然災害等が発生した場合には、工期の遅延や事業費の増嵩を極力軽減するととも

に、業務に支障のない範囲で関係機関等の被害軽減に努める。 

② 事業費の縮減を図るため、新技術の活用、計画・設計・施工の最適化等に取り組む。 

③ 特定事業先行調整費制度等を活用することにより、工期の遅延やこれに伴うコスト増を回

避するとともに、財政負担の平準化を図り、事業の計画的かつ的確な実施に努める。 

当該中期目標の期間に完成を予定する小石原川ダム建設事業の計画的かつ的確な実施を図

るため、当該事業において特定事業先行調整費制度及びダム建設調整費制度を活用する。 

特定事業先行調整費制度においては、機構法第 21条第１項に規定する特定施設に係る国の

交付金（以下「交付金」という。）及び機構法第 35 条に規定する補助金（以下「補助金」と

いう。）の一部に相当する資金を支弁する。 

ダム建設調整費制度においては、交付金、機構法第 25条第１項に規定する水道の用に供す

る者が負担する負担金及び補助金の一部に相当する資金に充てるため、機構法第 32 条に基づ

く長期借入金をする。 

なお、上記により支弁した資金及び長期借入金を充てた資金については、当該事業の実施

に要する費用を交付する者から交付を受け、期限までに、支弁した資金の回収及び長期借入

金の償還を完了する。 

 

【特定事業先行調整費】 

支弁する事業年度 支弁する限度額 期 限 

平成 30 年度 7,649,250 千円 令和７年度 

令和元年度 7,850,068 千円 令和７年度 

 

【ダム建設調整費】 

借入する事業年度 借入する限度額 期 限 

平成 30 年度 8,137,500 千円 令和９年度 

令和元年度 11,300,000 千円 令和 10 年度 

 

④ ダム等事業に直接関わる住民及び下流受益地の理解と協力を得て、水源地域対策特別措置

法（昭和 48年法律第 118 号）及び水源地域対策基金と相まって、関係者の生活再建対策を実

施する。 

⑤ 事業に附帯する業務についても的確な実施を図る。 
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（２）ダム再生の取組 

近年の気候変動の影響を踏まえ、既存施設の機能を効果的に発揮させるため、高機能化のため

の施設改良等既設ダムの有効活用に向けた取組について、計画的かつ的確な事業執行を図る。 

また、i-Construction & Management の推進を図り、技術の向上によって開発された成果を積

極的に活用し、建設段階の情報を維持管理で効果的・効率的に活用する取組や、ダム管理用発電

の導入等を進める。 

 

（３）特定河川工事の代行（特定改築等工事に係るもの） 

機構法第 19 条の２第１項に規定する特定河川工事の代行（特定改築等工事に係るもの）を都道

府県知事等から要請され、機構が実施することが適当であると認められる場合には、機構が有す

る知識・経験や技術等を活用し、特定河川工事の代行の適切な実施を図る。 

 

１－２－２ 用水路等建設業務 

用水路等建設業務を着実に推進する。このうち、群馬用水緊急改築事業については平成 30年度、

房総導水路施設緊急改築事業及び木曽川右岸緊急改築事業については、令和２年度までに事業を

完了させる。（定量目標） 

また、利根導水路大規模地震対策事業については、令和５年度まで、豊川用水二期事業について

は、令和 12年度まで、愛知用水三好支線水路緊急対策事業については、令和４年度まで、福岡導

水施設地震対策事業については、令和 14 年度まで、成田用水施設改築事業については、令和 10

年度まで、香川用水施設緊急対策事業については、令和６年度までに事業を完了させるよう計画

に沿った整備を行う。 

 

（１）計画的で的確な施設の整備 

別表３「用水路等事業」に掲げる９施設の改築事業については、将来の適切な施設管理の視点

も含めて、計画的かつ的確な事業執行を図る。 

① 水需要の動向、事業の必要性、費用対効果、事業の進捗見込み等を踏まえ事業評価を行う

とともに、用地補償も含めた円滑な業務執行、事業にかかる適正な要員配置及びコスト縮減

を図りつつ、水路等施設の長寿命化、耐震化を計画的かつ的確に取り組むとともに、事業費・

工程の適正な管理に努める。 

② 事業費の縮減を図るため、新技術の活用、計画・設計・施工の最適化等に取り組む。 

③ 事業に附帯する業務についても、機構が培ってきた改築技術を活用して、計画的かつ的確

な実施を図る。 

④ 水路等施設の電気・機械設備について、改築事業における老朽化対策では、設備の更新・

整備を実施する。また、大規模地震対策では、設備の補強改造を実施する。 

⑤ 改築事業の実施に当たっては、利水者ニーズを適時適切に把握し、通水に支障のない施工

方法や調整池等を活用することにより、既存の用水を絶やすことなく継続的に供給しつつ、

工事を実施する。 

⑥ 改築事業の必要性や改築技術について、地域住民や関係機関等に対し積極的な情報発信に
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努める。 

 

２． 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

２－１ 業務運営の効率化 

機構の経営理念を実現するため、内部統制の基本方針や水資源機構アセットマネジメントシス

テムガイドラインに基づき、「８－１ 内部統制の充実・強化」の取組と併せ、以下の取組を行う

ことにより、業務運営の効率化を図る。 

 

（１）業務運営の効率化等 

業務運営全体を通じて、以下の取組を実施することにより、効率的かつ経済的な業務の推進に

努める。 

① 機動的な組織運営を図るため、引き続き、要員配置計画を作成し、重点的かつ効率的な組

織整備を行うとともに、施設の老朽化や新たなニーズに的確に対応していくため、施設管理

や建設事業の遂行に必要な体制を維持しつつ、調査・計画を機動的に実施できる適切な組織

体制を構築する。 

② 組織体制については、災害発生時の緊急対応等を含めた的確な施設管理や建設事業を円滑

に実施していくため、引き続き支社局、事務所等を活用しつつ、事業の進捗状況を踏まえ適

正な規模となるよう、随時見直しを行う。 

③ 国からの運営費交付金によらず、治水事業のための国からの交付金や農業用水、工業用水、

水道用水関係の国庫補助金、各種用水の利水者負担金等により運営していることを踏まえ、

自主的・戦略的な業務運営を行い、最大限の成果を上げていくため、業務運営の透明性を向

上させるとともに、安定した組織運営体制を確保した上で、適切な事業監理を行うことによ

り、事業費については、新築・改築事業費を除き、第３期中期目標期間の最終年度（平成 29

年度）と第４期中期目標期間の最終年度（令和３年度）と比較して４％縮減する。 

さらに、一般管理費（人件費、公租公課、高年齢者雇用確保措置等の所要額計上を必要と

する経費を除く。）については、効率的な運用により第３期中期目標期間の最終年度（平成

29 年度）と第４期中期目標期間の最終年度（令和３年度）と比較して 12％削減する。 

④ 職員の創意工夫を活かして常日頃から業務改善への取組を促すとともに、役員が職員と密

なコミュニケーションを図る。 

 

（２）調達の合理化 

機構の行う契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平

成 27年５月 25日総務大臣決定）等を踏まえ、引き続き、公正かつ透明な調達手続による適切で、

迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、機構内の推進体制を整備し、契約監視委員会による

監視等を活用するとともに、毎年度「調達等合理化計画」を策定・公表し、年度終了後、実施状

況について評価・公表を行う。 

また、引き続き、一般競争入札等を原則としつつも、随意契約によることができる事由を会計

規程等において明確化し、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施する。 
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（３）ＩＣＴ等の活用 

世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(平成 29 年５月 30 日閣議決定)等

を踏まえ、減少する生産年齢人口を補い、老朽化する水インフラに対応するため、施設を新築・

改築する建設事業のみならず、設備の操作・維持・修繕といった管理業務、法人文書管理や資産

管理といった一般事務業務においても ICT 等を積極的に活用し、生産性の向上、安全性の確保、

業務の効率化及び簡素化を図り、経営環境を改善する。 

建設事業については、ICT の積極的活用、i-Construction & Management の推進等を図ることに

より生産性の向上に努めるとともに、継続中の事業については、計画的な実施、コスト増の抑制

及び利水者等の関係者間の連携を強化することにより、事業費及び事業の進捗状況を適切に管理

し、円滑な業務執行を図る。 

 

３.予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

「１．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するためにと

るべき措置」、「２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」で定めた事

項及び事業量等に基づいて中期計画の予算を作成し、当該予算による業務運営を行う。 

「別表４」 

「別表５」 

「別表６」 

また、財務内容の透明性の確保、説明責任の徹底を図る。 

① 財務内容の透明性の確保と国民へのサービス向上を図るため、引き続き事業種別等により

整理したセグメント情報を含む財務諸表等をウェブサイトに掲載するとともに、本社・支社

局及び全事務所においても閲覧できるよう備え置くものとする。 

② 国からの運営費交付金によらず、治水事業のための交付金や農業用水、工業用水、水道用

水関係の国庫補助金、各種用水の利水者負担金及び借入金等によって運営していることを踏

まえ、市場を通じて業務運営の効率化へのインセンティブを高める等の観点から導入された

財投機関債の円滑な発行のため、業務概要及び各年度決算の内容を盛り込んだ資料を作成し、

機関投資家等向けの説明を行うとともに、ウェブサイトに掲載する等、引き続き業務運営の

透明性を確保し、安定的かつ効率的な資金調達に努める。 

 

４.短期借入金の限度額 

一時的な資金不足に対応するための短期借入金の限度額は、単年度 300 億円とする。 

 

５.不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する

計画 

保有財産については、適切な資産管理に取り組むとともに、その必要性について山間部のダム

等管理や災害等発生時の緊急対応等も含め、施設管理等に支障が出ることのないよう留意しつつ、

業務を確実に実施する上で必要か否かについて検証を実施し、必要性がなくなったと認められる

場合は、独立行政法人通則法に則り処分手続きを行う。「別表７」 
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６.５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

５に規定する財産以外の重要な財産について、譲渡又は担保に供しようとするときは、独立行

政法人通則法に則り処分手続きを行う。 

 

７．剰余金の使途 

剰余金の使途については、新築及び改築事業、管理業務等に係る負担軽減を図る等、利水者等

へのサービスの向上や機構の経営基盤の強化に資する業務とする。 

 

８．その他業務運営に関する重要事項 

８－１ 内部統制の充実・強化 

内部統制の充実・強化を図るため、「２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ

き措置」、「３．予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」等の取組と併せ、以下の

取組を行う。 

 

（１）適切なリスク管理 

各職員の職務の重要性についての認識の向上を図るとともに、業務の執行を阻害する要因をリ

スクとして捉え、適切なリスク管理を行う。 

 

（２）コンプライアンスの推進 

適正な業務運営を図るため、コンプライアンスのさらなる推進を図る。 

① コンプライアンスのさらなる推進を図るため、毎年度、本社・支社局及び全事務所におい

て法令遵守等に係る講習会・説明会を実施する。また、内部研修においてもコンプライアン

スの推進に関するプログラムを実施する。 

② 倫理委員会において、コンプライアンスの取組状況及び倫理に反する事案が生じた場合に

あっては当該事案について報告・審議する。 

③ 他事業所や他組織の有用な取組状況等の情報発信、講習の講師紹介、過去の事例を含めた

コンプライアンス事例集の充実等により、本社・支社局及び全事務所におけるコンプライア

ンス推進責任者の活動を支援する。 

 

（３）業務執行及び組織管理・運営 

 業務執行及び組織管理・運営に関する重要事項について、原則として毎週役員会を開催し、審

議・報告するとともに、必要に応じてその結果を機構内に伝達し、情報を共有する。 

 

（４）業務成果の向上 

年度途中における目標の達成状況を年度当たり２回確認するとともに、水資源機構アセットマ

ネジメントを活用しつつ、PDCA サイクルの適切な運用を行い継続的な業務改善を図る。 

 

（５）監査の実施 
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① 監事監査計画に基づき、本社・支社局及び各事務所において監事監査を受けるとともに、

監事が必要と認める場合には、臨時監査の実施、弁護士・公認会計士等との連携等により監

事機能の万全な発現を図る。 

② 事業報告書（会計に関する部分に限る。）、決算報告書等について会計監査人による監査を

受ける。 

 

（６）入札契約制度の競争性・透明性の確保 

適正な業務運営を図るため、入札契約制度の競争性・透明性を確保し、監事監査によるチェッ

クを受けるとともに、外部有識者から構成される委員会により監視を行う。 

① 契約手続きにおいて、一般競争入札方式を基本とし、競争性・透明性の確保を図る。 

また、随意契約については、引き続き契約監視委員会の審議等を経て、真にやむを得ない案

件のみ随意契約とすることとし、その厳格な適用を図る。一者応札・一者応募となっている

案件については、更なる入札参加資格要件、契約条件等の見直しを行い、一層の競争性の確

保に努める。 

② 入札・契約手続きについては、監事監査においてチェックを受けるとともに、外部有識者

から構成される入札等監視委員会等の監視・審査を受け、一層の適正化に取り組む。 

③ 入札契約の結果等については、ウェブサイト等を通じて公表する。 

 

（７）談合防止対策の徹底 

コンプライアンスの推進、入札契約手続の見直し等を実施し、入札談合等に関与する行為の防

止対策を徹底する。 

 

（８）情報セキュリティ対策の推進 

「サイバーセキュリティ戦略」(平成 27 年９月４日閣議決定)等の政府の方針を踏まえ、引き続

き、標的型攻撃メールや新型ウィルス等のサイバーテロに備えて業務の継続性を確保する等、情

報セキュリティ対策を推進する。 

 

（９）法人文書管理の徹底・強化 

文書管理の点検の充実、現場事務所における文書管理体制の強化、電子決裁の全社的な導入、

定期的な全職員向けの研修の実施等を通じて、法人文書管理の徹底・強化を図る。 

 

（10）関連法人への再就職及び契約等の状況の公表 

関連法人との間における人と資金の流れについて透明性を確保するため、機構から関連法人へ

の再就職の状況、関連法人との間の取引等の状況について情報を公開する等の取組を進める。 

 

（11）環境マネジメントシステム（W－EMS）の推進 

本社・支社局及び全事務所において、機構の業務運営に即した独自の環境マネジメントシステ

ムとして平成 28 年度に構築した W－EMS（ウィームス）により、環境保全の取組を着実に推進す



 

13  
 

る。 

 

（12）地球温暖化対策実行計画に基づく温室効果ガスの排出削減 

公共上の見地から事務・事業を行う主体として、独立行政法人水資源機構地球温暖化対策実行

計画に基づいて温室効果ガスの排出削減を推進する。 

 

（13）環境物品等の調達 

環境物品等の調達については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年

法律第 100 号）に基づき、毎年度、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め、できる

限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努める。 

また、特定調達品目については、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に規定された判

断の基準を満たしたもの（特定調達物品等）を 100％調達する。ただし、特定調達品目のうち、

公共工事については、同基本方針に規定された目標に基づき、的確な調達を図る。 

 

８－２ 他分野技術の活用も含めた技術力の維持・向上 

大規模災害や事故等に対する水インフラの脆弱性や専門的技術を有する人員の不足とそれに付

随する技術力の低下等の現状の課題を踏まえて対応する必要がある中、総合技術センターを核と

した水インフラ技術の維持・向上を積極的に推進するとともに、他分野を含めた先進的技術の積

極的活用や研究機関との連携等に努める。 

 

（１）施設・設備の新築・改築に係る技術の維持・向上 

施設・設備の新築・改築に係る技術の維持・向上を図るため、施設の大規模改築、再開発技術

及び耐震対策技術の体系的整理を行うとともに、他分野技術も含めた各種新技術の実用化に向け

た情報収集及び検討を実施する。 

 

（２）施設・設備の管理・運用に係る技術の維持・向上 

施設・設備の管理・運用に係る技術の維持・向上に向け、ダムの点検・健全性評価技術の高度

化・体系化、水路施設の管理技術の向上検討等を行う。 

① ダム等施設においてダムの安全管理を支援するため、ダムの点検・健全性評価技術の高度

化・体系化を行う。 

② 水路等施設において、管理業務の効率化・高度化を図るため、管理情報等の一元化・共有

化が可能なシステムの検討を行う。 

また、研究機関と連携して維持管理技術の向上に関する調査及び研究を行う。 

 

（３）用地補償技術の維持・向上 

施設管理及び整備のために必要となる用地の保全及び取得を的確に実施するため、策定済みの

マニュアルについて、現場での活用を通じた新たな知見やノウハウを反映、見直しを行い、各種

研修の活用と併せ、用地補償技術の維持・向上を図る。 
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（４）技術力の継承・発展のための取組 

経験豊富な職員が減少していく中で、「１． 国民に対して提供するサービスその他の業務の質

の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」を的確に実施することにより技術力の継承・

発展に努めることと併せ、以下の取組を行うことにより、機構の有する高度な技術や災害時対応

のノウハウ、関係機関との高度な協議・調整能力等の継承に努めるとともに、蓄積した技術情報

の有効活用を図る。 

① 管理・建設技術の高度化、耐震性の向上、施設の長寿命化、水質改善等の技術の研究・開

発を目的とした「技術４ヵ年計画」を策定し、技術力の維持・向上に努める。 

② 技術開発を通じた発明・発見に当たる事案については、積極的に特許等の取得による知的

財産の蓄積を図る。 

③ 人材育成及び技術情報の共有の観点から、機構内において毎年「技術研究発表会」を実施

するとともに、現場を活用した現地研修会や専門技術等の研修を実施し、職員の技術力向上

を図る。 

また、環境に対する意識と知識の向上を図るため、本社・支社局及び全事務所において環

境学習会を開催する。 

④ 機構の有する技術力の活用及び継承に向け、ダム細部技術等に関する各種マニュアル等の

整備を進めるとともに、策定済みのマニュアル類についても、現場での活用を通した新たな

知見やノウハウを反映し見直しを行う。 

⑤ 機構が有する知識・経験や技術を集約する技術情報データベースに引き続きデータの蓄積

を行い、技術の普及及び継承を図る。 

 

（５）環境保全に係る技術の維持・向上 

貯水池の水質保全対策や下流河川の環境保全対策について、運用データの蓄積・分析及び管理

業務へのフィードバックを通じて、水質保全対策等の運用技術を維持・向上させ、一層の効率的・

効果的な運用を行う。 

また、新たな水質保全対策の効果や適用性についても評価を進める。 

 

（６）他分野技術も含めた先進的技術の積極的活用 

大規模災害や事故等に対する水インフラの脆弱性や専門的技術を有する人員の不足とそれに付

随する技術力の低下等の現状の課題を踏まえて対応する必要があり、機構の技術力の積極的な維

持・向上に努めるとともに、他分野を含めた先進的技術の積極的活用や研究機関等との連携等に

努める。 

 

８－３ 機構の技術力を活かした支援等 

（１）機構の技術力を活かした支援 

機構が培った水インフラに係る技術力を活用して社会貢献を行うため、国内外の機関等への技

術支援を行う。 

また、これらの支援を通じて得られた知見を機構の技術力の維持・向上に還元する。 
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（１）－１ 国内の他機関に対する技術支援 

機構が培ってきた技術力を活用し、国、地方公共団体等に対し技術支援を行うことにより、社

会貢献を推進する。 

① 調査、測量、設計、試験、研究及び研修並びに施設の工事及び管理を受託した場合には、

機構が有する知識・経験や技術等を積極的に活用し、適切な実施を図る。 

② 国、地方公共団体等からの積算、施工監理業務等の発注者支援業務等について要請があっ

た場合には、機構が培った技術力を活用し、適切に支援を行う。 

③ 技術力の提供、積極的な情報発信を行うため、「技術研究発表会」における優秀な論文を始

めとして技術に関する論文等を国内外の学会、専門誌等に発表する。 

④ 機構の有する技術や機構の管理する施設を活用した現地見学会、施設管理や水管理等に関

わる研修等を開催する。 

 

（１）－２ 国際協力の推進 

アジアにおいて機構が有している国際的なネットワーク（NARBO(アジア河川流域機関ネットワ

ーク)）や総合水資源管理をはじめとした水資源の開発・利用に関するノウハウの活用、国際会議

への出席、海外における現地調査への参画等により、海外の水資源に関する知識や技術情報を収

集・発信すると共に、機構と国内外の機関との関係の維持・構築に取り組むことにより、機構の

技術力の維持・向上を図り、もって国際協力を推進する。 

 

（２）機構施設が有する潜在能力の有効活用 

資源の有効活用の観点から、バイオマスの回収・利用について検討を進めるとともに、再生可

能エネルギーや建設副産物等の有効活用を行う。 

① 貯水池等の流木や施設周辺の刈草等のバイオマスの有効利用に取り組むとともに、貯水池

内の堆砂の有効利用について検討を進める。 

② 既存の管理用小水力発電設備や管理用太陽光発電設備の有効活用を図る。 

③ 循環型社会の形成に取り組むため、建設副産物の再資源化率、再資源化・縮減率、排出率

及び建設発生土有効利用率の目標値を定め、建設工事により発生する建設副産物について、

発生を抑制するとともに、その有効利用を行う。 

 

８－４  広報・広聴活動の充実 

渇水及び洪水リスクが増大するとともに、水インフラの老朽化に伴う断水などのリスクが増大

していることを踏まえ、水源地域の住民や関係地域住民はもとより、広く国民ひとりひとりに対

し、的確な情報を積極的に提供し、そのニーズを的確に把握するため、広報活動の質の向上に取

り組み、積極的な広報・広聴の推進を図る。 

① 水資源開発施設や水資源の重要性について国民の関心を高めるような情報提供を積極的に

行う。提供に当たっては、国民のニーズ・関心を踏まえ、広報誌やウェブサイトの内容等に

ついて適宜見直しを図り、正確さ、分かりやすさの確保に努め、併せて、利用しやすい SNS 等

の積極的な活用に努める。さらに、ウェブサイト等様々な手法を通じ、国民の様々な意見を
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業務に的確に反映できるよう広聴に努める。 

② 災害時等の緊急時においては、水源地域の住民や関係地域住民等に状況が正しく伝わるよ

う、関係機関と調整を図りつつ、迅速かつ的確に情報を提供する。 

③ 水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について広く国民の関心を高め、そ

の理解を深めるため、水に関する各種行事等に積極的に参画する。 

④ 事業活動に伴う環境保全の取組等を取りまとめた環境報告書を毎年作成し、公表する。 

⑤ 機構施設に係る水質の状況や機構の取組等を取りまとめた水質年報を毎年作成し、公表す

る。 

 

８－５ 地域への貢献等 

（１）環境の保全 

  水資源の開発又は利用と自然環境の保全との両立を目指し、機構が策定した「環境に関する行

動指針」に基づいて環境保全への取組を着実に実施することにより、事業実施区域及びその周辺

の自然環境の適切な保全を図る。 

① 新築及び改築事業においては、動植物、生態系、水質及び景観等自然環境の保全を図るた

め、自然環境調査及び環境影響予測を実施する。その結果に基づき、必要に応じて影響を回

避、低減及び代償するための環境保全対策を講じるとともに、モニタリング調査を実施する。

特に面的な地形改変を伴うダム工事の実施に当たっては、環境巡視等により現況を把握し、

必要に応じて改善対策等を講じるほか、環境保全協議会の設置や工事毎に環境保全管理担当

者の配置を行い、工事関係者と一体となって環境保全に取り組む。 

なお、環境保全対策等の実施に当たっては、専門家等の指導・助言を踏まえて実施する。 

② 管理業務においては、施設が周辺の自然環境に与える影響の把握が必要な場合等には、自

然環境調査を実施するとともに、その結果に応じて必要な環境保全対策を実施する。 

また、堆砂対策及び生物の生息・生育環境や景観等の河川環境保全の観点から、関係機関、

利水者、地域住民等と協議を行い、ダム下流河川への堆積土砂還元、フラッシュ放流等の取

組を積極的に推進する。 

③ 良質な空間の形成が地域の価値を高めるとの観点から、景観に配慮した施設整備に取り組

む。 

 

（２）利水者等の関係機関、水源地域等との連携 

関係機関との間で情報共有を充実させる等、より一層連携を強化し、円滑に業務を進めるとと

もに、水源地域等と連携し水源地域対策を進める。 

 

（２）－１ 利水者等の関係機関との連携 

関係機関との緊密な関係の更なる強化のため、積極的な情報発信や意見交換を実施する。 

① 利水者をはじめとする関係機関に対し、経営理念の達成に向けた機構の様々な取組、予算・

決算の状況、コスト縮減の取組、負担金支払い方法等の業務運営に関する情報提供を行うと

ともに、要望等の把握や意見調整を行う。 
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また、事業実施計画又は施設管理規程の策定・変更に伴い、費用の負担割合等を決定する

場合にあっては、費用負担者に対して必要な情報提供を行うとともに、関係機関との円滑な

調整を図る。 

② 利水者等の要望・意見を的確に把握するとともに、要望等を踏まえた的確な対応を行うこ

とにより、利水者等へのサービスの一層の向上を図る。 

③ より良質な用水供給を行うために関係機関と連携して水系全体の水質改善に向けた様々な

施策について検討を行う場に参画し、具体化に努める。 

 

（２）－２ 水源地域等との連携 

「ダム再生ビジョン」を踏まえ、機構施設が有する潜在能力の有効活用や広報・広聴活動の充

実と併せて、水源地域等の自立的・持続的な活性化と流域圏の発展に貢献するため、地域との対

話によりニーズを把握した上で水源地域振興等を地方公共団体、住民等と協働で取り組む。 

また、水源地域及び利水者等に加え、地域振興を担う民間事業者、地域住民の団体、NPO など

を含めた多様な主体との連携及び協力を行うよう努める。 

① 水源地域と下流受益地の相互理解促進のため、ダム施設等を核として活用した上下流交流

を実施する。 

また、地域の発展に貢献するとともに施設の役割等の理解を得るため、本社・支社局と事

務所が連携を図り、周辺地域の方々と交流の場を設け、情報の共有に努める。併せて、地域

資源である湖面・湖岸の利活用を継続する。 

② 土砂・流木の貯水池流入抑制や水源涵養にも効果がある流域内の森林保全作業に取り組む

自治体、NPO 等の関係機関と連携し、流域内の森林保全に協力する。 

 

８－６ その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

（１） 施設・設備に関する計画 

中期目標期間中における本社・支社局等の保有する実験設備、情報機器等については、保有の

必要性を検証した上で、必要な設備等の機能を長期間発揮できるよう、的確な維持管理に努める

とともに、計画的な更新等を次のとおり実施する。 

「別表８」 

 

（２）人事に関する計画 

① 本社・支社局及び全事務所の要員配置計画を引き続き毎年作成し、計画的な要員配置の見

直しを行う。 

② 効率的な業務遂行のため、繁忙期、緊急時にあっては、重点的な人員配置を行う。 

③ 職員の能力や業績を適正に評価し、給与、人員配置等に反映する人事制度について、その

適切な運用を図る。 

④ 機構の役割を果たすために必要な人材の確保に係る方針を策定し、採用に係る広報活動を

強化するとともに、国、地方公共団体、民間企業等との人材交流を適宜行う。 
また、女性職員が活躍しやすい雇用環境の整備を図り、女性の採用を推進する。 
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⑤ 業務の効率的、効果的な遂行を実現するための人材の育成に係る方針を策定し、段階的な

技術力の向上、必要な知識の修得、相互の人間関係の構築等を図るための研修を実施するほ

か、職種の垣根を越えた取組を推進させるための研修等を実施する。 

また、これらの内部研修を補完し、より高度な専門的知識の修得、技術スキルの向上を図

るため、外部機関が主催する研修に職員を積極的に受講させる。これらの取組に加えて、女

性活躍・推進を図るための研修等を行う。 

⑥ 給与水準については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25年 12 月 24 日

閣議決定）を踏まえ、国家公務員や他の独立行政法人の給与水準等を十分考慮しつつ、業務

の特殊性を踏まえ、引き続きその適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公

表する。 

 

（３）中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間中の事業を効率的に実施するため、必要に応じて第４期中期目標期間を超える契

約を行う。 

 

（４）積立金の使途 

積立金の使途については、将来の金利変動リスクへの対応等を勘案しつつ、国及び利水者等の

負担軽減を図る観点から、経常的な管理経費の縮減、大規模災害や事故等への対応、調査・検討

や技術力の維持・向上等の取組に活用することとし、気候変動や異常気象等による治水・利水へ

の影響、大規模災害の発生、水資源開発施設の老朽化、治水・利水に関する技術力の維持・向上

といった喫緊の課題等に重点的に対応する。 

  

（５）利水者負担金に関する事項 

① 利水者の負担金の支払方法について、利水者の適切な判断に資するため、各支払方式によ

る負担額等に関する積極的な情報提供を行い、利水者の要望には基本的に応じる。 

② 利水者から要望のある割賦負担金の繰上償還については、機構の財政運営を勘案して適切

に対処する。 
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別表１「施設管理」 

 
注１）令和２年４月１日時点の施設一覧を示す。 
注２）表中の特記事項 

※ 利根大堰等及び秋ヶ瀬取水堰等は、目的に浄化用水の取水・導水を含む。 
注３）矢木沢ダム、奈良俣ダム、下久保ダム、草木ダム、浦山ダム、滝沢ダム、愛知用水、岩屋ダム、味噌川ダム、徳山ダム、

高山ダム、青蓮寺ダム、比奈知ダム、池田ダム、早明浦ダム、新宮ダム、高知分水、富郷ダム及び両筑平野用水では、発

電等に係る業務を受託している。 
 

 

洪水
調節
等

河川の流

水の正常

な機能の

維持等

農業
用水

水道
用水

工業
用水

洪水
調節
等

河川の流

水の正常

な機能の

維持等

農業
用水

水道
用水

工業
用水

矢 木 沢 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 三 重 用 水
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○

奈 良 俣 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○ 琵 琶 湖 開 発 国土交通大臣 ○ ○ ○

下 久 保 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 高 山 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

草 木 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○ 青 蓮 寺 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

群 馬 用 水
厚生労働大臣

農林水産大臣 ○ ○ 室 生 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

利 根 大 堰 等 ※
農林水産大臣

国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 初 瀬 水 路 厚生労働大臣 ○

秋 ヶ 瀬 取 水 堰 等 ※
厚生労働大臣

経済産業大臣 ○ ○ 布 目 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

埼 玉 合 口 二 期
厚生労働大臣

農林水産大臣

国土交通大臣
○ ○ 比 奈 知 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

印 旛 沼 開 発
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○ 一 庫 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

北 総 東 部 用 水 農林水産大臣 ○ 日 吉 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

成 田 用 水 農林水産大臣 ○ 正 蓮 寺 川 利 水
厚生労働大臣

経済産業大臣

国土交通大臣
○ ○

東 総 用 水
厚生労働大臣

農林水産大臣 ○ ○ 淀 川 大 堰 国土交通大臣 ○ ○

利 根 川 河 口 堰 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○ 池 田 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○

霞 ヶ 浦 開 発 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 早 明 浦 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ ○

霞 ヶ 浦 用 水
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○ 新 宮 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

浦 山 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ 高 知 分 水
厚生労働大臣

経済産業大臣 ○ ○

滝 沢 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ 富 郷 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

房 総 導 水 路
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ 旧 吉 野 川 河 口 堰 等 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

豊 川 用 水
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○ 香 川 用 水

厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○

愛 知 用 水
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○ 両 筑 平 野 用 水

厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○

岩 屋 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 寺 内 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

木 曽 川 用 水
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣
○ ○ ○ 小 石 原 川 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

長 良 導 水 厚生労働大臣 ○ 筑 後 大 堰 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

阿 木 川 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 筑 後 川 下 流 用 水 農林水産大臣 ○

長 良 川 河 口 堰 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 福 岡 導 水 厚生労働大臣 ○

味 噌 川 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○ 大 山 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○

徳 山 ダ ム 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

施　設　名

目　　　　　的 目　　　　　的

主務大臣 主務大臣施　設　名
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別表２「ダム等事業」 
１．新築事業の進捗計画 

事業名 主務大臣 

目     的 

進捗計画 洪水 
調節 
等 

河川の

流水の

正常な

機能の

維持等 

農業

用水 

水道

用水 

工業

用水 

思 川 開 発 国土交通大臣 ○ ○  ○  令和６年度に事業を完了する。 

木 曽 川 水 系 
連 絡 導 水 路 国土交通大臣 

 

○ 

 

○ ○ 

現在実施中のダム検証（注２）の結論に

沿った対応を実施予定。 
（現行の事業実施計画では「平成 27 年度

までの予定」と記載） 
川上ダム建設 国土交通大臣 ○ ○  ○  令和４年度に事業を完了する。 
小石原川ダム建設 国土交通大臣 ○ ○  ○  令和元年度に工事を完成する。 
 
 
 
２．改築事業の進捗計画 

事業名 主務大臣 

目     的 

進捗計画 洪水 
調節 
等 

河川の

流水の

正常な

機能の

維持等 

農業

用水 

水道

用水 

工業

用水 

藤原・奈良俣再編

ダム再生（奈良俣

ダム関係） 
国土交通大臣 ○     令和 4年度に事業を完了する。 

早明浦ダム再生 国土交通大臣 ○     令和 10 年度に事業を完了する。 
 
 
注１）上記進捗計画は、下記のような機構の裁量外である事項を除いて設定したものであり、変更となる可能性がある。 

・国からの補助金の各年度予算の変動 

・水資源開発基本計画等、国において決定される計画、行政機関が行う政策評価に関する法律に基づく個別事業の事業評価、他

の事業主体により実施される水源地対策の進捗状況、その他の他律的な事項 

・自然災害、希少動植物の発見による環境保全、その他の予想し難い事項 

注２）ダム検証：「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目（平成 27 年 10 月国土交通省水管理・国土保全局長

通知）」に基づき、臨時的にかつ一斉に行っているダム事業の再評価 

注３）平成 29 年３月 31 日付けで事業実施計画廃止認可を受けた丹生ダム建設事業については、国土交通省のダム事業の検証に

関する対応方針を踏まえ、事業廃止に伴い追加的に必要となる工事を計画的かつ的確に実施し、令和８年度までに完了する。 
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別表３「用水路等事業」 
３．用水路等事業の進捗計画 

事業名 主務大臣 

目     的 

進捗計画 洪水 
調節 
等 

河川の

流水の

正常な

機能の

維持等 

農業

用水 

水道

用水 

工業

用水 

群 馬 用 水 
緊 急 改 築 

厚生労働大臣 
農林水産大臣   ○ ○  平成 30 年度に事業を完了する。 

利 根 導 水 路 
大規模地震対策

※ 

厚生労働大臣 
農林水産大臣 
経済産業大臣 
国土交通大臣 

  ○ ○ ○ 令和５年度に事業を完了する。 

房総導水路施設 
緊 急 改 築 

厚生労働大臣 
経済産業大臣   

 
○ ○ 令和２年度に事業を完了する。 

豊川用水二期 
厚生労働大臣 
農林水産大臣 
経済産業大臣 

  ○ ○ ○ 令和 12 年度に事業を完了する。 

木 曽 川 右 岸 
緊 急 改 築 

厚生労働大臣 
農林水産大臣 
経済産業大臣 

  ○ ○ ○ 令和２年度に事業を完了する。 

愛知用水三好支

線水路緊急対策 農林水産大臣   ○   令和４年度に事業を完了する。 

福岡導水施設 
地 震 対 策 厚生労働大臣    ○  令和 14 年度に事業を完了する。 

成田用水施設 
改築 農林水産大臣   ○   令和 10 年度に事業を完了する。 

香川用水施設 
緊 急 対 策 

厚生労働大臣 
農林水産大臣 
経済産業大臣 

  ○ ○ ○ 令和６年度に事業を完了する。 

 
注１）表中の特記事項 
・※当該事業で対策を行う施設のうち、利根大堰及び秋ヶ瀬取水堰には、河川浄化用水の取水・導水を含む。 
注２）上記進捗計画は、下記のような機構の裁量外である事項を除いて設定したものであり、変更となる可能性がある。 
・国からの補助金の各年度予算の変動 
・水資源開発基本計画等、国において決定される計画、行政機関が行う政策評価に関する法律に基づく個別事業の事業評価、他

の事業主体により実施される水源地対策の進捗状況、その他の他律的な事項 
・自然災害、希少動植物の発見による環境保全、その他の予想し難い事項 
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別表４「予算（人件費の見積りを含む）」 
 

平成 30 年度～令和３年度予算 

〔人件費の見積り〕 

    中期目標期間中総額 47,040 百万円を支出する。 

    ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員給与

に相当する範囲の費用である。  

注１）業務等収入については、毎年度の予算編成において、交付金、補助金、長期借入金等の適切な組み合わせが決定されるこ

とから、一括して計上している。なお、具体的な財源内訳については、各年度計画において明示する。 

注２）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

注３）借入金償還等は、業務等収入の構成により変わることがある。 

 
  

（単位：百万円）
 水資源開発施設 ダム等 用水路等

等の管理業務 建設業務 建設業務

収入

業務等収入 167,838          190,936 64,390 188,830          611,993

受託収入 6,534             1,217             983               2,082             10,816           

業務外収入 3,570             73                 19                 981               4,642             

計 177,941          192,226 65,392 191,893          627,452

支出

業務経費 136,340          182,765 56,653 5,202             380,960

管理業務関係経費 134,281          -                  -                  -                  134,281          

建設業務関係経費 -                  182,765 56,653 -                  239,418

その他業務経費 2,058             -                  -                  5,202             7,260             

施設整備費 -                  -                  -                  976               976               

受託経費 6,362             1,213             980               494               9,050             

借入金償還等 -                  834               543               172,544          173,921          

一般管理費 3,209             2,153             1,026             848               7,235             

人件費 34,647           10,971           6,186             11,516           63,320           

業務外経費 348               -                  -                  12,291           12,639           

計 180,905          197,936 65,389 203,872          648,101

区分 法人共通 合計
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別表５「収支計画」 
 

平成 30 年度～令和３年度収支計画 

 
注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
  

（単位：百万円）

 水資源開発施設 ダム等 用水路等

等の管理業務 建設業務 建設業務

費用の部

経常費用 461,384 13,266 1,949 35,082 511,680

　管理業務費 155,703 - - - 155,703

　受託業務費 5,985 1,116 900 1,905 9,906

　建設事業費 - 12,150 1,049 - 13,199

　一般管理費 100 - - 16,046 16,146

　減価償却費 299,596 - - - 299,596

　財務費用 - - - 17,131 17,131

収益の部

経常収益 455,820 13,266 1,949 27,647 498,681

　受託収入 5,985 1,116 900 1,905 9,906

　補助金等収益 149,938 1,802 - - 151,739

　資産見返補助金等戻入 299,439 - - - 299,439

　建設仮勘定見返補助金等戻入 - 10,348 1,049 - 11,397

　財務収益 458 - - 25,742 26,200

純利益（△純損失） △ 5,564 - - △ 7,435 △ 12,999

前中期目標期間繰越積立金取崩額 5,865 - - 15,721 21,585

総利益 301 - - 8,286 8,587

区分 法人共通 合計
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別表６「資金計画」 
 

平成 30 年度～令和３年度資金計画 

 
注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
 
  

（単位：百万円）

業務活動による支出 180,905           197,936           65,389 47,740             491,970

建設業務支出 -                    182,765           56,653 -                    239,418

管理業務支出 134,281           -                    -                    -                    134,281

受託業務支出 6,362               1,213               980 494                 9,050

人件費支出 34,647             10,971             6,186 11,516             63,320

その他の業務支出 5,615               2,987               1,569 35,730             45,900

投資活動による支出 -                    -                    -                    976                 976

施設整備費支出 -                    -                    -                    976                 976

財務活動による支出 -                    -                    -                    155,156           155,156

借入金の返済による支出 -                    -                    -                    137,156           137,156

債券の償還による支出 -                    -                    -                    18,000             18,000

次期中期目標の期間への繰越金 149                 -                    -                    6,913               7,062

業務・財務活動による収入 177,941           192,226           65,392 191,893           627,452

前期よりの繰越金 535                 -                    -                    27,177             27,712

資 金 支 出

資 金 収 入

区　　　　　　　　　分
水資源開発施設
等の管理業務

ダム等
建設業務

用水路等
建設業務

法人共通 合　　計
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別表７「不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画」 

処分財産名 所在地 納付の方法 処分手続きの時期 

宝山湖北造成地（土地） 香川県三豊市 譲渡収入 平成 30 年度末まで 

境ノ町用地（土地） 茨城県土浦市 譲渡収入 平成 30 年度末まで 

烏丸半島旧民活用地（土地） 滋賀県草津市 譲渡収入 令和元年度末まで 

 
別表８「施設・設備に関する計画」 

内  容 予定（百万円） 財  源 

実験設備の更新等 21 
機構法第 31 条に基づく積立金等 

情報機器等の更新等 955 

 
 
 

 


